
議案第３４号

長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について

長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例を別紙のとおり定めるも

のとする。

令和８年３月１７日提出

長久手市長 佐藤有美

説 明

この案を提出するのは、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施

行による地方税法の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金課税額の追加

及び基礎課税額を改めることに関し、長久手市国民健康保険税条例の一部を改

正するため必要があるからである。
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別紙

長久手市条例第 号

長久手市国民健康保険税条例の一部を改正する条例

長久手市国民健康保険税条例（昭和４０年長久手村条例第１０号）の一部を

次のように改正する。

改正後 改正前

（課税額） （課税額）

第２条 前条の者に対して課する国

民健康保険税の課税額は、世帯主及

びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した次に掲

げる額の合算額とする。

第２条 前条の者に対して課する国

民健康保険税の課税額は、世帯主及

びその世帯に属する国民健康保険

の被保険者につき算定した次に掲

げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額（国民健康保険税

のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健

康保険事業に要する費用（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）の規定による国民健康保険

事業費納付金（以下この条におい

て「国民健康保険事業費納付金」

という。）の納付に要する費用の

うち、県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する高齢

者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下こ

の条において「後期高齢者支援金

(1) 基礎課税額（国民健康保険税

のうち、国民健康保険に関する特

別会計において負担する国民健

康保険事業に要する費用（国民健

康保険法（昭和３３年法律第１９

２号）の規定による国民健康保険

事業費納付金（以下この条におい

て「国民健康保険事業費納付金」

という。）の納付に要する費用の

うち、県の国民健康保険に関する

特別会計において負担する高齢

者の医療の確保に関する法律（昭

和５７年法律第８０号）の規定に

よる後期高齢者支援金等（以下こ

の条において「後期高齢者支援金
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等」という。）、 介護保険法（平

成９年法律第１２３号）の規定に

よる納付金（以下この条において

「介護納付金」という。）及び子

ども・子育て支援法（平成２４年

法律第６５号）の規定による子ど

も・子育て支援納付金（以下この

条において「子ども・子育て支援

納付金」という。）の納付に要す

る費用に充てる部分を除く。）に

充てるための国民健康保険税の

課税額をいう。以下同じ。）

等」という。）及び介護保険法（平

成９年法律第１２３号）の規定に

よる納付金（以下この条において

「介護納付金」という。）

の納付に要す

る費用に充てる部分を除く。）に

充てるための国民健康保険税の

課税額をいう。以下同じ。）

(2)及び(3) （略） (2)及び(3) （略）

(4) 子ども・子育て支援納付金課

税額（国民健康保険税のうち、国

民健康保険事業費納付金の納付

に要する費用（県の国民健康保険

に関する特別会計において負担

する子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てる部分

に限る。）に充てるための国民健

康保険税の課税額をいう。以下同

じ。）

２ （略） ２ （略）

３ 第１項第２号の後期高齢者支援

金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する国民健康保険の被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保

３ 第１項第２号の後期高齢者支援

金等課税額は、世帯主（前条第２項

の世帯主を除く。）及びその世帯に

属する 被保険者に

つき算定した所得割額並びに被保
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険者均等割額及び世帯別平等割額

の合算額とする。ただし、当該合算

額が２６万円を超える場合におい

ては、後期高齢者支援金等課税額

は、２６万円とする。

険者均等割額及び世帯別平等割額

の合算額とする。ただし、当該合算

額が２６万円を超える場合におい

ては、後期高齢者支援金等課税額

は、２６万円とする。

４ （略） ４ （略）

５ 第１項第４号の子ども・子育て支

援納付金課税額は、世帯主（前条第

２項の世帯主を除く。）及びその世

帯に属する国民健康保険の被保険

者につき算定した所得割額並びに

被保険者均等割額及び世帯別平等

割額の合算額に、当該世帯に属する

１８歳以上被保険者（地方税法（昭

和２５年法律第２２６号。以下「法」

という。）第７０３条の４第３０項

に規定する１８歳以上被保険者を

いう。以下同じ。）につき算定した

１８歳以上被保険者均等割額を加

算した額とする。

（国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の所得割額）

（国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の所得割額）

第３条 前条第２項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に

係る法

第３

１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除

第３条 前条第２項の所得割額は、賦

課期日の属する年の前年の所得に

係る地方税法（昭和２５年法律第２

２６号。以下「法」という。）第３

１４条の２第１項に規定する総所

得金額及び山林所得金額の合計額

から同条第２項の規定による控除
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をした後の総所得金額及び山林所

得金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に１０

０分の７．６７を乗じて算定する。

をした後の総所得金額及び山林所

得金額の合計額（以下「基礎控除後

の総所得金額等」という。）に１０

０分の７．３７を乗じて算定する。

２ （略） ２ （略）

（国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額）

（国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の被保険者均等割額）

第５条 第２条第２項の被保険者均

等割額は、被保険者１人について３

万２，０００円とする。

第５条 第２条第２項の被保険者均

等割額は、被保険者１人について２

万９，３００円とする。

（国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額）

（国民健康保険の被保険者に係る

基礎課税額の世帯別平等割額）

第５条の２ 第２条第２項の世帯別

平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。

第５条の２ 第２条第２項の世帯別

平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属

者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を

喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して

同一の世帯に属するものをいう。

以下同じ。）と同一の世帯に属す

る被保険者が属する世帯であっ

て同日の属する月（以下この号に

おいて「特定月」という。）以後

５年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。

(1) 特定世帯（特定同一世帯所属

者（国民健康保険法第６条第８号

の規定により被保険者の資格を

喪失した者であって、当該資格を

喪失した日の前日以後継続して

同一の世帯に属するものをいう。

以下同じ。）と同一の世帯に属す

る被保険者が属する世帯であっ

て同日の属する月（以下この号に

おいて「特定月」という。）以後

５年を経過する月までの間にあ

るもの（当該世帯に他の被保険者

がいない場合に限る。）をいう。
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次号、第７条の３、第９条の７及

び第２３条第１項において同

じ。）及び特定継続世帯（特定同

一世帯所属者と同一の世帯に属

する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する

月の翌月から特定月以後８年を

経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。）をいう。第３

号、第７条の３、第９条の７及び

第２３条第１項において同じ。）

以外の世帯 ２万円

次号、第７条の３ 及

び第２３条第１項において同

じ。）及び特定継続世帯（特定同

一世帯所属者と同一の世帯に属

する被保険者が属する世帯であ

って特定月以後５年を経過する

月の翌月から特定月以後８年を

経過する月までの間にあるもの

（当該世帯に他の被保険者がい

ない場合に限る。）をいう。第３

号、第７条の３ 及び

第２３条第１項において同じ。）

以外の世帯 １万９，０００円

(2) 特定世帯 １万円 (2) 特定世帯 ９，５００円

(3) 特定継続世帯 １万５，００

０円

(3) 特定継続世帯 １万４，２５

０円

（国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の

所得割額）

第９条の４ 第２条第５項の所得割

額は、基礎控除後の総所得金額等に

１００分の０．２９を乗じて算定す

る。

（国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額）

第９条の５ 第２条第５項の被保険

者均等割額は、被保険者１人につい

て１，２００円とする。
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（１８歳以上被保険者に係る子ど

も・子育て支援納付金課税額の１８

歳以上被保険者均等割額）

第９条の６ 第２条第５項の１８歳

以上被保険者均等割額は、１８歳以

上被保険者１人について１００円

とする。

（国民健康保険の被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税額の

世帯別平等割額）

第９条の７ 第２条第５項の世帯別

平等割額は、次の各号に掲げる世帯

の区分に応じ、それぞれ当該各号に

定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以

外の世帯 ７００円

(2) 特定世帯 ３５０円

(3) 特定継続世帯 ５２５円

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦

課）

（納税義務の発生、消滅等に伴う賦

課）

第１３条 （略） 第１３条 （略）

２及び３ （略） ２及び３ （略）

４ 第１項の賦課期日後に１項世帯

主である国民健康保険税の納税義

務者が、２項世帯主となった場合に

は、当該２項世帯主となった日を同

項の賦課期日とみなして、算定した

当該納税義務者に係る第２条第１

項の額を、当該２項世帯主となった

４ 第１項の賦課期日後に１項世帯

主である国民健康保険税の納税義

務者が、２項世帯主となった場合に

は、当該２項世帯主となった日を同

項の賦課期日とみなして、算定した

当該納税義務者に係る第２条第１

項の額を、当該２項世帯主となった
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者を、１項世帯主とみなして、算定

した当該納税義務者に係る同項の

額から控除した残額を、当該２項世

帯主となった日（国民健康保険法第

６条第１号から第８号までのいず

れかに該当することにより２項世

帯主となった場合において、当該２

項世帯主となった日が月の初日で

あるときは、その前日）の属する月

から、月割をもって、当該納税義務

者の国民健康保険税の額から減額

する。

者を、１項世帯主とみなして、算定

した当該納税義務者に係る同項の

額から控除した残額を、当該２項世

帯主となった日（国民健康保険法第

６条第１号から第５号までのいず

れかに該当することにより２項世

帯主となった場合において、当該２

項世帯主となった日が月の初日で

あるときは、その前日）の属する月

から、月割をもって、当該納税義務

者の国民健康保険税の額から減額

する。

５ （略） ５ （略）

６ 第１項の賦課期日後に国民健康

保険税の納税義務者の世帯に属す

る被保険者でなくなった者がある

場合には、当該被保険者でなくなっ

た日を同項の賦課期日とみなして

算定した当該納税義務者に係る第

２条第１項の額を当該被保険者で

なくなった者が当該世帯に属する

被保険者であるものとみなして算

定した当該納税義務者に係る同項

の額から控除した残額を当該被保

険者でなくなった日（国民健康保険

法第６条第１号から第８号までの

いずれかに該当することにより被

保険者でなくなった場合において、

当該被保険者でなくなった日が月

６ 第１項の賦課期日後に国民健康

保険税の納税義務者の世帯に属す

る被保険者でなくなった者がある

場合には、当該被保険者でなくなっ

た日を同項の賦課期日とみなして

算定した当該納税義務者に係る第

２条第１項の額を当該被保険者で

なくなった者が当該世帯に属する

被保険者であるものとみなして算

定した当該納税義務者に係る同項

の額から控除した残額を当該被保

険者でなくなった日（国民健康保険

法第６条第１号から第５号までの

いずれかに該当することにより被

保険者でなくなった場合において、

当該被保険者でなくなった日が月
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の初日であるときは、その前日）の

属する月から月割をもって当該納

税義務者の国民健康保険税の額か

ら減額する。

の初日であるときは、その前日）の

属する月から月割をもって当該納

税義務者の国民健康保険税の額か

ら減額する。

７及び８ （略） ７及び８ （略）

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額）

第２３条 次の各号のいずれかに掲

げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の

額は、第２条第２項本文の基礎課税

額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が

６６万円を超える場合には、６６万

円）、同条第３項本文の後期高齢者

支援金等課税額からウ及びエに掲

げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が２６万円を超える場

合には、２６万円）、 同条第４

項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１７万円

を超える場合には、１７万円）並び

に同条第５項本文の子ども・子育て

支援納付金課税額からキからケま

でに掲げる額を減額して得た額の

合算額とする。

第２３条 次の各号のいずれかに掲

げる国民健康保険税の納税義務者

に対して課する国民健康保険税の

額は、第２条第２項本文の基礎課税

額からア及びイに掲げる額を減額

して得た額（当該減額して得た額が

６６万円を超える場合には、６６万

円）、同条第３項本文の後期高齢者

支援金等課税額からウ及びエに掲

げる額を減額して得た額（当該減額

して得た額が２６万円を超える場

合には、２６万円）並びに同条第４

項本文の介護納付金課税額からオ

及びカに掲げる額を減額して得た

額（当該減額して得た額が１７万円

を超える場合には、１７万円）

の

合算額とする。

(1) 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が４３万円（納税義

(1) 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が４３万円（納税義
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務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得

を有する者（前年中に法第７０３

条の５第１項に規定する総所得

金額に係る所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与所得について同条

第３項に規定する給与所得控除

額の控除を受けた者（同条第１項

に規定する給与等の収入金額が

５５万円を超える者に限る。）を

いう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得

を有する者（前年中に法第７０３

条の５第１項に規定する総所得

金額に係る所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者

にあっては当該公的年金等の収

入金額が６０万円を超える者に

限り、年齢６５歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額

が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の

務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得

を有する者（前年中に法第７０３

条の５第１項に規定する総所得

金額に係る所得税法（昭和４０年

法律第３３号）第２８条第１項に

規定する給与所得について同条

第３項に規定する給与所得控除

額の控除を受けた者（同条第１項

に規定する給与等の収入金額が

５５万円を超える者に限る。）を

いう。以下この号において同じ。）

の数及び公的年金等に係る所得

を有する者（前年中に法第７０３

条の５第１項に規定する総所得

金額に係る所得税法第３５条第

３項に規定する公的年金等に係

る所得について同条第４項に規

定する公的年金等控除額の控除

を受けた者（年齢６５歳未満の者

にあっては当該公的年金等の収

入金額が６０万円を超える者に

限り、年齢６５歳以上の者にあっ

ては当該公的年金等の収入金額

が１１０万円を超える者に限

る。）をいい、給与所得を有する

者を除く。）の数の合計数（以下

この条において「給与所得者等の
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数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係

る納税義務者

数」という。）が２以上の場合に

あっては、４３万円に当該給与所

得者等の数から１を減じた数に

１０万円を乗じて得た金額を加

算した金額）を超えない世帯に係

る納税義務者

ア 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）

１人について ２万２，４０

０円

ア 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）

１人について ２万５１０

円

イ 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額

イ 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １万４，００

０円

(1) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １万３，３０

０円

(2) 特定世帯 ７，０００円 (2) 特定世帯 ６，６５０円

(3) 特定継続世帯 １万５０

０円

(3) 特定継続世帯 ９，９７

５円

ウ～カ （略） ウ～カ （略）

キ 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額

被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につ

いて ８４０円
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ク １８歳以上被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税

額の１８歳以上被保険者均等

割額 １８歳以上被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ７０

円

ケ 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納付金

課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 ４９０円

(2) 特定世帯 ２４５円

(3) 特定継続世帯 ３６７円

(2) 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっ

ては、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき３０万５，

０００円を加算した金額を超え

(2) 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっ

ては、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき３０万５，

０００円を加算した金額を超え
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ない世帯に係る納税義務者（前号

に該当する者を除く。）

ない世帯に係る納税義務者（前号

に該当する者を除く。）

ア 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）

１人について １万６，００

０円

ア 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２

項に規定する世帯主を除く。）

１人について １万４，６５

０円

イ 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額

イ 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １万円

(1) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 ９，５００円

(2) 特定世帯 ５，０００円 (2) 特定世帯 ４，７５０円

(3) 特定継続世帯 ７，５０

０円

(3) 特定継続世帯 ７，１２

５円

ウ～カ （略） ウ～カ （略）

キ 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額

被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につ

いて ６００円

ク １８歳以上被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税

額の１８歳以上被保険者均等

割額 １８歳以上被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主
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を除く。）１人について ５０

円

ケ 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納付金

課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、そ

れぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 ３５０円

(2) 特定世帯 １７５円

(3) 特定継続世帯 ２６２円

(3) 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっ

ては、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき５６万円

を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前２号に該当

する者を除く。）

(3) 法第７０３条の５第１項に規

定する総所得金額及び山林所得

金額の合算額が４３万円（納税義

務者並びにその世帯に属する国

民健康保険の被保険者及び特定

同一世帯所属者のうち給与所得

者等の数が２以上の場合にあっ

ては、４３万円に当該給与所得者

等の数から１を減じた数に１０

万円を乗じて得た金額を加算し

た金額）に被保険者及び特定同一

世帯所属者１人につき５６万円

を加算した金額を超えない世帯

に係る納税義務者（前２号に該当

する者を除く。）

ア 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２

ア 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の被保険者均

等割額 被保険者（第１条第２
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項に規定する世帯主を除く。）

１人について ６，４００円

項に規定する世帯主を除く。）

１人について ５，８６０円

イ 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額

イ 国民健康保険の被保険者に

係る基礎課税額の世帯別平等

割額 次に掲げる世帯の区分

に応じ、それぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 ４，０００円

(1) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 ３，８００円

(2) 特定世帯 ２，０００円 (2) 特定世帯 １，９００円

(3) 特定継続世帯 ３，００

０円

(3) 特定継続世帯 ２，８５

０円

ウ～カ （略） ウ～カ （略）

キ 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額

被保険者（第１条第２項に規定

する世帯主を除く。）１人につ

いて ２４０円

ク １８歳以上被保険者に係る

子ども・子育て支援納付金課税

額の１８歳以上被保険者均等

割額 １８歳以上被保険者（第

１条第２項に規定する世帯主

を除く。）１人について ２０

円

ケ 国民健康保険の被保険者に

係る子ども・子育て支援納付金

課税額の世帯別平等割額 次

に掲げる世帯の区分に応じ、そ
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れぞれに定める額

(1) 特定世帯及び特定継続世

帯以外の世帯 １４０円

(2) 特定世帯 ７０円

(3) 特定継続世帯 １０５円

２ 国民健康保険税の納税義務者の

属する世帯内に６歳に達する日以

後の最初の３月３１日以前である

被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務

者に対して課する被保険者均等割

額（当該納税義務者の世帯に属する

未就学児につき算定した被保険者

均等割額（前項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）に

限る。）は、当該被保険者均等割額

から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を

減額して得た額とする。

２ 国民健康保険税の納税義務者の

属する世帯内に６歳に達する日以

後の最初の３月３１日以前である

被保険者（以下「未就学児」という。）

がある場合における当該納税義務

者に対して課する被保険者均等割

額（当該納税義務者の世帯に属する

未就学児につき算定した被保険者

均等割額（前項に規定する金額を減

額するものとした場合にあっては、

その減額後の被保険者均等割額）に

限る。）は、当該被保険者均等割額

から、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額を

減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の被保険者に係

る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額

(1) 国民健康保険の被保険者に係

る基礎課税額の被保険者均等割

額 次に掲げる世帯の区分に応

じ、それぞれ未就学児１人につい

て次に定める額

ア 前項第１号アに規定する金

額を減額した世帯 ４，８００

円

ア 前項第１号アに規定する金

額を減額した世帯 ４，３９５

円

イ 前項第２号アに規定する金 イ 前項第２号アに規定する金
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額を減額した世帯 ８，０００

円

額を減額した世帯 ７，３２５

円

ウ 前項第３号アに規定する金

額を減額した世帯 １万２，８

００円

ウ 前項第３号アに規定する金

額を減額した世帯 １万１，７

２０円

エ アからウまでに掲げる世帯

以外の世帯 １万６，０００円

エ アからウまでに掲げる世帯

以外の世帯 １万４，６５０円

(2) （略） (2) （略）

(3) 国民健康保険の被保険者に係

る子ども・子育て支援納付金課税

額の被保険者均等割額 次に掲

げる世帯の区分に応じ、それぞれ

未就学児１人について次に定め

る額

ア 前項第１号キに規定する金

額を減額した世帯 １８０円

イ 前項第２号キに規定する金

額を減額した世帯 ３００円

ウ 前項第３号キに規定する金

額を減額した世帯 ４８０円

エ アからウまでに掲げる世帯

以外の世帯 ６００円

３ 国民健康保険税の納税義務者の

世帯に地方税法施行令第５６条の

８９第４項に規定する出産被保険

者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義

務者に対して課する所得割額並び

に被保険者均等割額及び１８歳以

３ 国民健康保険税の納税義務者の

世帯に地方税法施行令第５６条の

８９第４項に規定する出産被保険

者（以下「出産被保険者」という。）

が属する場合における当該納税義

務者に対して課する所得割額及び

被保険者均等割額
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上被保険者均等割額（第１項に規定

する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額及び１８歳以上被保険

者均等割額）は、当該所得割額並び

に被保険者均等割額及び１８歳以

上被保険者均等割額から、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額を減額して得た額

とする。

（第１項に規定

する金額を減額するものとした場

合にあっては、その減額後の被保険

者均等割額

）は、当該所得割額及び

被保険者均等割額

から、次の各号

に掲げる区分に応じ、それぞれ当該

各号に定める額を減額して得た額

とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者

に係る基礎課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第３条

の規定により算定した所得割額

の１２分の１の額に、当該出産被

保険者の出産の予定日（地方税法

施行規則第２４条の３０の６に

定める場合には、出産の日。以下

同じ。）の属する月（以下「出産

予定月」という。）の前月（多胎

妊娠の場合には、３月前）から出

産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という。）の

うち当該年度に属する月数を乗

じて得た額

(1) 国民健康保険の出産被保険者

に係る基礎課税額の所得割額

当該出産被保険者につき第３条

の規定により算定した所得割額

の１２分の１の額に、当該出産被

保険者の出産の予定日（地方税法

施行規則第２４条の３０の５に

定める場合には、出産の日。以下

同じ。）の属する月（以下「出産

予定月」という。）の前月（多胎

妊娠の場合には、３月前）から出

産予定月の翌々月までの期間（以

下「産前産後期間」という。）の

うち当該年度に属する月数を乗

じて得た額

(2)～(6) （略） (2)～(6) （略）

(7) 国民健康保険の出産被保険者

に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の所得割額 当該出産被

-19-



保険者につき第９条の４の規定

により算定した所得割額の１２

分の１の額に、当該出産被保険者

の産前産後期間のうち当該年度

に属する月数を乗じて得た額

(8) 国民健康保険の出産被保険者

に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の被保険者均等割額 当

該出産被保険者につき第９条の

５の規定により算定した被保険

者均等割額（第１項に規定する金

額を減額するものとした場合に

あっては、その減額後の被保険者

均等割額）の１２分の１の額に、

当該出産被保険者の産前産後期

間のうち当該年度に属する月数

を乗じて得た額

(9) 国民健康保険の出産被保険者

に係る子ども・子育て支援納付金

課税額の１８歳以上被保険者均

等割額 当該出産被保険者につ

き第９条の６の規定により算定

した１８歳以上被保険者均等割

額（第１項に規定する金額を減額

するものとした場合にあっては、

その減額後の１８歳以上被保険

者均等割額）の１２分の１の額

に、当該出産被保険者の産前産後

期間のうち当該年度に属する月
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数を乗じて得た額

４ 国民健康保険税の納税義務者の

属する世帯内に１８歳に達する日

以後の最初の３月３１日以前であ

る被保険者（以下「１８歳未満被保

険者」という。）がある場合におけ

る当該納税義務者に対して課する

子ども・子育て支援納付金課税額の

被保険者均等割額（当該納税義務者

の世帯に属する１８歳未満被保険

者につき算定した被保険者均等割

額（前３項に規定する金額を減額す

るものとした場合にあっては、その

減額後の被保険者均等割額）に限

る。）は、当該被保険者均等割額か

ら、当該被保険者均等割額に相当す

る額を減額して得た額とする。

附 則 附 則

（上場株式等に係る配当所得等に

係る国民健康保険税の課税の特例）

（上場株式等に係る配当所得等に

係る国民健康保険税の課税の特例）

３ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３３

条の２第５項の配当所得等を有す

る場合における第３条、第６条、第

８条、第９条の４及び第２３条の規

定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則

３ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３３

条の２第５項の配当所得等を有す

る場合における第３条、第６条、第

８条 及び第２３条の規

定の適用については、第３条第１項

中「及び山林所得金額」とあるのは

「及び山林所得金額並びに法附則
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第３３条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」

と、「同条第２項」とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３３条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の

金額」と、第２３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」とする。

第３３条の２第５項に規定する上

場株式等に係る配当所得等の金額」

と「同条第２項」 とあるのは「法

第３１４条の２第２項」と、同条第

２項中「又は山林所得金額」とある

のは「若しくは山林所得金額又は法

附則第３３条の２第５項に規定す

る上場株式等に係る配当所得等の

金額」と、第２３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条

の２第５項に規定する上場株式等

に係る配当所得等の金額」とする。

（長期譲渡所得に係る国民健康保

険税の課税の特例）

（長期譲渡所得に係る国民健康保

険税の課税の特例）

４ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３４

条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条、

第９条の４及び第２３条の規定の

適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３４条第

４項に規定する長期譲渡所得の金

額（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第

４ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３４

条第４項の譲渡所得を有する場合

における第３条、第６条、第８条

及び第２３条の規定の

適用については、第３条第１項中

「及び山林所得金額の合計額から

同条第２項」とあるのは「及び山林

所得金額並びに法附則第３４条第

４項に規定する長期譲渡所得の金

額（租税特別措置法（昭和３２年法

律第２６号）第３３条の４第１項若

しくは第２項、第３４条第１項、第
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３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項、第３５条の

２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法

第３１条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」と

いう。）の合計額から法第３１４条

の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲

渡所得の金額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」とする。

３４条の２第１項、第３４条の３第

１項、第３５条第１項、第３５条の

２第１項、第３５条の３第１項又は

第３６条の規定に該当する場合に

は、これらの規定の適用により同法

第３１条第１項に規定する長期譲

渡所得の金額から控除する金額を

控除した金額。以下この項において

「控除後の長期譲渡所得の金額」と

いう。）の合計額から法第３１４条

の２第２項」と、「及び山林所得金

額の合計額（」とあるのは「及び山

林所得金額並びに控除後の長期譲

渡所得の金額の合計額（」と、同条

第２項中「又は山林所得金額」とあ

るのは「若しくは山林所得金額又は

法附則第３４条第４項に規定する

長期譲渡所得の金額」と、第２３条

第１項中「及び山林所得金額」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに法

附則第３４条第４項に規定する長

期譲渡所得の金額」とする。

（一般株式等に係る譲渡所得等に

係る国民健康保険税の課税の特例）

（一般株式等に係る譲渡所得等に

係る国民健康保険税の課税の特例）

６ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５

条の２第５項の一般株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における

６ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５

条の２第５項の一般株式等に係る

譲渡所得等を有する場合における
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第３条、第６条、第８条、第９条の

４及び第２３条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３５条の２

第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第

２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。

第３条、第６条、第８条

及び第２３条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３５条の２

第５項に規定する一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、「同条第

２項」とあるのは「法第３１４条の

２第２項」と、同条第２項中「又は

山林所得金額」とあるのは「若しく

は山林所得金額又は法附則第３５

条の２第５項に規定する一般株式

等に係る譲渡所得等の金額」と、第

２３条第１項中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額

並びに法附則第３５条の２第５項

に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額」とする。

（上場株式等に係る譲渡所得等に

係る国民健康保険税の課税の特例）

（上場株式等に係る譲渡所得等に

係る国民健康保険税の課税の特例）

７ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５

条の２の２第５項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条、第９

条の４及び第２３条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山

７ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５

条の２の２第５項の上場株式等に

係る譲渡所得等を有する場合にお

ける第３条、第６条、第８条

及び第２３条の規定の適用

については、第３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山
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林所得金額並びに法附則第３５条

の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、第２３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得の金額」とす

る。

林所得金額並びに法附則第３５条

の２の２第５項に規定する上場株

式等に係る譲渡所得等の金額」と、

「同条第２項」とあるのは「法第３

１４条の２第２項」と同条第２項中

「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は法附

則第３５条の２の２第５項に規定

する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額」と、第２３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに法附則第３５

条の２の２第５項に規定する上場

株式等に係る譲渡所得の金額」とす

る。

（先物取引に係る雑所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例）

（先物取引に係る雑所得等に係る

国民健康保険税の課税の特例）

８ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５

条の４第４項の事業所得、譲渡所得

又は雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条、第９条の

４及び第２３条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３５条の４

第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」と、「同条第２項」

８ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３５

条の４第４項の事業所得、譲渡所得

又は雑所得を有する場合における

第３条、第６条、第８条

及び第２３条の規定の適用につ

いては、第３条第１項中「及び山林

所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに法附則第３５条の４

第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」と、「同条第２項」
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とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３５条の４

第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」とす

る。

とあるのは「法第３１４条の２第２

項」と、同条第２項中「又は山林所

得金額」とあるのは「若しくは山林

所得金額又は法附則第３５条の４

第４項に規定する先物取引に係る

雑所得等の金額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに法附則

第３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」とす

る。

（土地の譲渡等に係る事業所得等

に係る国民健康保険税の課税の特

例）

（土地の譲渡等に係る事業所得等

に係る国民健康保険税の課税の特

例）

９ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３３

条の３第５項の事業所得又は雑所

得を有する場合における第３条、第

６条、第８条、第９条の４及び第２

３条の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又

９ 世帯主又はその世帯に属する国

民健康保険の被保険者若しくは特

定同一世帯所属者が法附則第３３

条の３第５項の事業所得又は雑所

得を有する場合における第３条、第

６条、第８条 及び第２

３条の規定の適用については、第３

条第１項中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに

法附則第３３条の３第５項に規定

する土地等に係る事業所得等の金

額」と、「同条第２項」とあるのは

「法第３１４条の２第２項」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又
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は法附則第３３条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の

金額」と、第２３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条

の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」とする。

は法附則第３３条の３第５項に規

定する土地等に係る事業所得等の

金額」と、第２３条第１項中「及び

山林所得金額」とあるのは「及び山

林所得金額並びに法附則第３３条

の３第５項に規定する土地等に係

る事業所得等の金額」とする。

（特例適用利子等に係る国民健康

保険税の課税の特例）

（特例適用利子等に係る国民健康

保険税の課税の特例）

１０ 世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が外国居住者

等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号）第８

条第２項に規定する特例適用利子

等、同法第１２条第５項に規定する

特例適用利子等又は同法第１６条

第２項に規定する特例適用利子等

に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第８条

、第９条の４及び第２３条第１項の

規定の適用については、第３条第１

項中「山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和３７年法

１０ 世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が外国居住者

等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律

（昭和３７年法律第１４４号）第８

条第２項に規定する特例適用利子

等、同法第１２条第５項に規定する

特例適用利子等又は同法第１６条

第２項に規定する特例適用利子等

に係る利子所得、配当所得、譲渡所

得、一時所得及び雑所得を有する場

合における第３条、第６条、第８条

及び第２３条第１項の

規定の適用については、第３条第１

項中「山林所得金額の合計額から同

条第２項」とあるのは「山林所得金

額並びに外国居住者等の所得に対

する相互主義による所得税等の非

課税等に関する法律（昭和３７年法
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律第１４４号）第８条第２項（同法

第１２条第５項及び第１６条第２

項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用利子等の額（以

下この条及び第２３条第１項にお

いて「特例適用利子等の額」とい

う。）の合計額から法第３１４条の

２第２項」と、「山林所得金額の合

計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は特例適用利子等の

額」と、第２３条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額」とす

る。

律第１４４号）第８条第２項（同法

第１２条第５項及び第１６条第２

項において準用する場合を含む。）

に規定する特例適用利子等の額（以

下この条及び第２３条第１項にお

いて「特例適用利子等の額」とい

う。）の合計額から法第３１４条の

２第２項」と、「山林所得金額の合

計額（」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額の合計

額（」と、同条第２項中「又は山林

所得金額」とあるのは「若しくは山

林所得金額又は特例適用利子等の

額」と、第２３条第１項中「山林所

得金額」とあるのは「山林所得金額

並びに特例適用利子等の額」とす

る。

（特例適用配当等に係る国民健康

保険税の課税の特例）

（特例適用配当等に係る国民健康

保険税の課税の特例）

１１ 世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が外国居住者

等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律

第８条第４項に規定する特例適用

配当等、同法第１２条第６項に規定

する特例適用配当等又は同法第１

６条第３項に規定する特例適用配

当等に係る利子所得、配当所得及び

１１ 世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が外国居住者

等の所得に対する相互主義による

所得税等の非課税等に関する法律

第８条第４項に規定する特例適用

配当等、同法第１２条第６項に規定

する特例適用配当等又は同法第１

６条第３項に規定する特例適用配

当等に係る利子所得、配当所得及び
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雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の４及

び第２３条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項（同法第１２条

第６項及び第１６条第３項におい

て準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額（以下この条

及び第２３条第１項において「特例

適用配当等の額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」と

あるのは「山林所得金額並びに特例

適用配当等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又

は特例適用配当等の額」と、第２３

条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用

配当等の額」とする。

雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条 及

び第２３条第１項の規定の適用に

ついては、第３条第１項中「山林所

得金額の合計額から同条第２項」と

あるのは「山林所得金額並びに外国

居住者等の所得に対する相互主義

による所得税等の非課税等に関す

る法律第８条第４項（同法第１２条

第６項及び第１６条第３項におい

て準用する場合を含む。）に規定す

る特例適用配当等の額（以下この条

及び第２３条第１項において「特例

適用配当等の額」という。）の合計

額から法第３１４条の２第２項」

と、「山林所得金額の合計額（」と

あるのは「山林所得金額並びに特例

適用配当等の額の合計額（」と、同

条第２項中「又は山林所得金額」と

あるのは「若しくは山林所得金額又

は特例適用配当等の額」と、第２３

条第１項中「山林所得金額」とある

のは「山林所得金額並びに特例適用

配当等の額」とする。

（条約適用利子等に係る国民健康

保険税の課税の特例）

（条約適用利子等に係る国民健康

保険税の課税の特例）

１２ 世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が租税条約等

１２ 世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が租税条約等
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の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び

雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条、第９条の４及

び第２３条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関

する法律（昭和４４年法律第４６

号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額の

合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額

又は租税条約等実施特例法第３条

の２の２第１０項に規定する条約

の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１０項に規定す

る条約適用利子等に係る利子所得、

配当所得、譲渡所得、一時所得及び

雑所得を有する場合における第３

条、第６条、第８条 及

び第２３条の規定の適用について

は、第３条第１項中「及び山林所得

金額の合計額から同条第２項」とあ

るのは「及び山林所得金額並びに租

税条約等の実施に伴う所得税法、法

人税法及び地方税法の特例等に関

する法律（昭和４４年法律第４６

号。以下「租税条約等実施特例法」

という。）第３条の２の２第１０項

に規定する条約適用利子等の額の

合計額から法第３１４条の２第２

項」と、「及び山林所得金額の合計

額（」とあるのは「及び山林所得金

額並びに租税条約等実施特例法第

３条の２の２第１０項に規定する

条約適用利子等の額の合計額（」と、

同条第２項中「又は山林所得金額」

とあるのは「若しくは山林所得金額

又は租税条約等実施特例法第３条

の２の２第１０項に規定する条約
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適用利子等の額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等

の額」とする。

適用利子等の額」と、第２３条第１

項中「及び山林所得金額」とあるの

は「及び山林所得金額並びに租税条

約等実施特例法第３条の２の２第

１０項に規定する条約適用利子等

の額」とする。

（条約適用配当等に係る国民健康

保険税の課税の特例）

（条約適用配当等に係る国民健康

保険税の課税の特例）

１３ 世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等に係

る利子所得、配当所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６

条、第８条、第９条の４及び第２３

条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額の合計額か

ら法第３１４条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税

１３ 世帯主又はその世帯に属する

国民健康保険の被保険者若しくは

特定同一世帯所属者が租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１２

項に規定する条約適用配当等に係

る利子所得、配当所得及び雑所得を

有する場合における第３条、第６

条、第８条 及び第２３

条の規定の適用については、第３条

第１項中「及び山林所得金額の合計

額から同条第２項」とあるのは「及

び山林所得金額並びに租税条約等

の実施に伴う所得税法、法人税法及

び地方税法の特例等に関する法律

（昭和４４年法律第４６号。以下

「租税条約等実施特例法」という。）

第３条の２の２第１２項に規定す

る条約適用配当等の額の合計額か

ら法第３１４条の２第２項」と、「及

び山林所得金額の合計額（」とある

のは「及び山林所得金額並びに租税
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附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。

（適用区分）

２ この条例による改正後の長久手市国民健康保険税条例の規定は、令和８年

度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和７年度分までの国民

健康保険税については、なお従前の例による。

条約等実施特例法第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当

等の額」と、第２３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等の額」と

する。

条約等実施特例法第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当

等の額の合計額（」と、同条第２項

中「又は山林所得金額」とあるのは

「若しくは山林所得金額又は租税

条約等実施特例法第３条の２の２

第１２項に規定する条約適用配当

等の額」と、第２３条第１項中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び

山林所得金額並びに租税条約等実

施特例法第３条の２の２第１２項

に規定する条約適用配当等の額」と

する。
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議案の概要

１ 改正の趣旨

この条例は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の施行による

地方税法の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金課税額の追加及び基

礎課税額を改めることに関し、長久手市国民健康保険税条例の一部を改正す

るものです。

（背景・目的）地方税法の一部改正に伴い、子ども・子育て支援納付金の

納付に要する費用に充てるための国民健康保険税の課税額を追加し、国民健

康保険事業の健全な運営を図るため基礎課税額を改めるものです。

２ 改正の内容

⑴ 子ども・子育て支援納付金課税額を追加すること。（第２条、第９条の４、

第９条の５、第９条の６及び第９条の７関係）

⑵ 基礎課税額を改めること。（第３条、第５条及び第５条の２関係）

⑶ 国民健康保険税の算定において、基礎課税額及び子ども・子育て支援納

付金課税額からそれぞれ減額する額を改めること。（第２３条関係）

⑷ 所要の規定の整理を行うこと。

３ 今後の影響

条例の改正により、国民健康保険被保険者１人あたりの負担額が年間約１

万６００円増加することが見込まれます。

４ 附則について

⑴ この条例は、令和８年４月１日から施行するものとします。

⑵ 新条例の規定は、令和８年度以後の年度分の国民健康保険税について適用

し、令和７年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例によるも

のとします。
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